
№ 書類名称 頁番号 質問事項 回答

1 実施要領 2
契約時の予定価格を開示頂
けないでしょうか。

実施要領12ページ、15.その他（4）①に記載
されている「契約金額は企画提案の際に提出
した参考見積書（様式第11-1、11-2号）に記
載の金額とする。ただし、市側の要望等で仕
様等が変更した場合はこの限りではない。」
のとおりです。

2 実施要領 3

建設予定地および敷地面積
の記載がありますが、予定
地の範囲がわかりません。
現状の敷地の測量図や参考
になる近隣のボーリング図
等の資料をご提示頂けない
でしょうか

基本的に現在の敷地とし、詳細については基
本計画策定時の検討事項とします。敷地測量
や地盤調査については本業務の対象です。

3 実施要領 3

延床面積の記載があります
が、要求室、面積の記載が
ありません。想定されてい
る面積等があればご提示頂
けないでしょうか。

実施中の執務環境現況調査業務委託の結果を
参考にし、基本計画策定時の検討事項としま
す。

4 実施要領 3

提案するにあたり現状の組
織図と職員数（派遣職員含
む）をご提示頂けないで
しょうか。

別添のとおりとします。なお、これ以外の会
計年度任用職員等については、実施中の執務
環境現況調査業務委託にて調査します。

5 実施要領 3

「概算事業費」は庁舎建設
のみとされていますが、新
庁舎の建設工事費で、以下
議事堂解体工事費、車両棟
解体工事費、現庁舎解体工
事費、外構工事費、移転費
等は「概算事業費」に含ま
れないと考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

6 実施要領 3

3.庁舎建設事業の概要につ
いて、庁舎建設工事前に議
事堂を解体となりますが、
工事中期間の議場機能確保
の想定ございましたらご教
示頂けないでしょうか

議場機能について、桐生市市民文化会館及び
桐生市地場産業振興センターの使用を想定し
ています。

桐生市庁舎建設基本計画策定及び基本設計業務委託公募型プロポーザル　質問回答書
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7 実施要領 4

「一次審査において評価点
合計の上位5者程度を一次審
査通過者として」とありま
すが、一次審査の評価点に
ついては二次審査には影響
を与えないとの理解で宜し
いでしょうか。

実施要領14ページ、※印に記載されている
「評価方法等に関する質問書の提出は不可と
します」に該当します。

8 実施要領 4

最終的な評価点は、一次審
査評価点と二次審査評価点
を合算したものでしょう
か。

№7のとおりとします。

9 実施要領 4
プロポーザル審査委員会メ
ンバーを、ご教示頂けない
でしょうか。

委員は、副市長、市長が委嘱する学識経験者
及び市長が任命した職員とします。

10 実施要領 5

延床面積10,000㎡以上の免
震構造建築物の設計業務履
行実績とは庁舎施設以外も
含まれるとの理解で宜しい
でしょうか。

平成３１年国土交通省告示第９８号（以下
「告示９８号」という。）別添二に掲げる建
築物の類型第四号の用途等第２類にある庁舎
とします。（複合用途施設の場合は、当該部
分用途の面積が１０，０００㎡以上であるも
のに限る。増築の場合は、増築部分の当該用
途の面積が１０，０００㎡以上であるものに
限る。）

11 実施要領 5
プロポーザル参加資格要
件：同種・類似の定義をご
教示ください。

参加資格要件に同種、類似の記載がありませ
ん。

12 実施要領 5

設計業務履行実績は、基本
設計のみを受託した実績
も、実績として記載して宜
しいでしょうか。

基本設計及び実施設計を行ったものとしま
す。

13 実施要領 6

「担当技術者（一級建築
士）は男女各1名以上を配置
することとし」とあります
が、建築総合主任技術者と
は別に配置するとの理解で
宜しいでしょうか。
また、別に配置する場合に
は、配置技術者として経歴
を提出する必要はございま
すでしょうか。
必要な場合は使用する様式
をご教示願います。

お見込みのとおりです。なお、担当技術者の
経歴は不要です。
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14 実施要領 6

建築担当技術者の配置につ
いて記載がありますが、様
式第5号及び様式第6号に記
載する欄がありません。そ
れぞれの書式に追加して記
載するのでしょうか。

№13のとおりとします。

15 実施要領 8

「９．参加申出書の提出
等」及び「10.二次審査に係
わる書類の提出等」の下記
の内容ご教示頂けないで
しょうか。
・資料の止め方について指
定は有りますでしょうか。
ホチキス留め、クリップ留
め、レール式クリアホル
ダーなど指定がありました
ら、ご提示頂けないでしょ
うか。

レール式クリアホルダーとします。

16 実施要領 9

11.プレゼンテーション及び
ヒアリングについて下記の
内容ご教示頂けないでしょ
うか。
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰへの接続端子
（HDMIなど）を教えてくだ
さい。
・ｽｸﾘｰﾝは一面のみでしょう
か。あと、ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞをご教
示頂けないでしょうか
・プレゼンテーション映写
用のパソコンの電源はお借
りすることは可能ですか。

事務局で用意する物は、プロジェクター本体
（EPSON製EB-W12）及びスクリーン（EPSON製
ELPSC08）1面とします。接続に必要なケーブ
ル等は参加者で用意して下さい。電源の使用
は可能とします。

17 実施要領 8、9

提出書類のうち、PDFデータ
についてCD-RまたはDVDのラ
ベルには本業務名称と提出
者名を記載すればよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

18 実施要領 10
一次審査の評価点数は二次
審査には持ち越さないと考
えてよろしいでしょうか。

№7のとおりとします。
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19 様式第6号 -
類似業務の定義をご教示頂
けないでしょうか。

〇同種業務
国又は地方公共団体が発注した延べ面積１
０，０００㎡以上（原則１棟の面積とする
が、同一敷地内であれば合計でも可）の庁舎
（告示第９８号別添二に掲げる建築物の類型
第四号の用途等第２類にある庁舎とする。た
だし、銀行、本社ビル等は除く。）の新築又
は改築の基本設計及び実施設計業務に携わっ
た実績とします。
〇類似業務
国又は地方公共団体が発注した延べ面積５，
０００㎡以上（原則１棟の面積とするが、同
一敷地内であれば合計でも可）の庁舎（告示
９８号別添二に掲げる建築物の類型第四号の
用途等第２類にある庁舎とする。ただし、銀
行、本社ビル等は除く。）の新築又は改築の
基本設計及び実施設計業務に携わった実績と
します。
※業務実績は、平成２２年４月１日以降に履
行完了した実績を対象とする。
※改修設計業務の場合は、新築部分の延床面
積が１０，０００㎡（類似業務の場合は５，
０００㎡）以上とする。
※増築の場合は、増築部分の当該用途の面積
が１０，０００㎡（類似業務の場合は５，０
００㎡）以上であるものに限る。
※複合用途施設の場合は、当該部分用途の面
積が１０，０００㎡（類似業務の場合は５，
０００㎡）以上であるものに限る。

20
様式第6号
様式第7-１

～7-5
-

同種業務と類似業務の実績
とありますが、同種と類似
の基準をご教示願います。

№19のとおりとします。

21
様式第6号
第7号

-
同種と類似の記載がありま
すが、それぞれの基準をご
提示願います。

№19のとおりとします。

22
様式第7-1
～5号

-

実績の種別に「類似」とあ
りますが、その要件につい
てご提示頂けないでしょう
か。

№19のとおりとします。

23
様式第7-1
～5号

-

業務実績・業務概要に記載
する内容は【基本設計・実
施設計業務】など契約上の
業務を記載でよろしいで
しょうか。

業務名では判断ができない事項について記載
をするものとします。たとえば、増築工事の
場合は、既存建物への増築なのか、別棟の新
築なのか等。
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24
様式第7-1
～5号

-

配置技術者の経歴等の確認
資料について、設計実績の
立場を証明する資料として
当社の社判を捺印した配置
技術者の従事証明書でもよ
ろしいでしょうか。

可とします。

25
様式第7-1～5

号
-

配置技術者の経歴等の確認
資料について、異なる分野
の技術者の実績に、共通す
る案件がある場合、確認資
料は1部でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。ただし、インデック
ス等で重複利用がわかるようにご提出くださ
い。

26 様式第10号 -

段組み等は自由とあります
が、様式の外枠線等を省略
することは可能でしょう
か。

外枠線は記載するものとします。

27
様式10-1
～5号

-

③文字の大きさは10.5ポイ
ント以上とすること。と有
りますが、イラスト内に記
載する文字の大きさについ
ても10.5ポイント以上とな
りますでしょうか。

イラスト内については制限をしないものとし
ます。

28
様式10-2
～5号

-

4つのテーマが与えられてお
りますが、「様式10-2～5
号」4枚以内への各テーマの
割り振りは及び分量は、提
案者の任意と考えて宜しい
でしょうか。

各様式に記載されているものとします。

29 特記仕様書 1

３．（２）③で耐震安全性
について、“いかなる自然
災害にも耐えられる安全
性”との表現があります
が、耐震性能の目標は「官
庁施設の総合耐震・対津波
計画基準」によるものと考
えてよろしいですか。

基本計画策定及び基本設計特記仕様書1ペー
ジ、3.設計与条件等（2）③に記載されている
「本業務において決定するが、防災拠点とし
て大地震や台風などのいかなる自然災害にも
耐えられる安全性を確保するため、「官庁施
設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通
省）」で定める耐震安全性の基準を目標とす
る。」のとおりです。
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30 特記仕様書 1

施設の延べ床面積11,500㎡
の記載がありますが、必要
諸室と面積、各課の面積、
職員数について現在の想定
はありますでしょうか。

実施中の執務環境現況調査業務委託の結果を
参考にし、基本計画策定時の検討事項としま
す。

31 特記仕様書 2

３．（３）②～⑤にてイン
フラの引込についての記載
がありますが、本計画に必
要な設備容量を引込み済み
と考えてよろしいですか。

本業務において確認するものとします。

32 特記仕様書 2
同上、既存インフラの引込
図、敷地内埋設管の状況図
を提示ください。

別添のとおりとします。

33 特記仕様書 2

同上、既存インフラおよび
将来の予定などについて関
連インフラ事業者に確認を
行うことは可能ですか。

可とします。

34 特記仕様書 2

公用車の中でバスやその他
特殊な車両の台数の想定が
あればご提示頂けないで
しょうか。

基本計画策定時の検討事項とします。

35 特記仕様書 2

公用車用（緊急車両）2台程
度と記載がありますが、ど
のような車（大きさ）で
しょうか。また、現在の駐
車場にある市の大型バスの
駐車場は必要ないでしょう
か。

公用車用（緊急車両）については普通車程度
です。バスの駐車場については基本計画策定
時の検討事項とします。

36 特記仕様書 -

公用車用（緊急車両）2台程
度、公用車車庫4台程度との
記載ですが、その他の公用
車については敷地外に駐車
予定と考えてよろしいで
しょうか。

基本計画策定時の検討事項とします。

37 特記仕様書 -

屋外駐車場につきまして、
来庁者用270台程度には思い
やり駐車場を含んだ台数と
考えてよろしいでしょう
か。

基本計画策定時の検討事項とします。

6



38 特記仕様書 2

別途実施される執務環境現
況調査に関して、想定され
ているスケジュールがあり
ましたらご教示頂けないで
しょうか。

現状、未確定のため、一次審査通過者に別途
提示します。

39 特記仕様書 5

４．（７）設備積算につい
て、積算に使用するソフト
はRIBCと考えてよろしいで
すか。

積算に使用するソフトについて指定はないも
のとします。

40 特記仕様書 5
解体する既存庁舎の地下構
造体、基礎構造体の図面を
ご提示ください。

不可とします。

41 特記仕様書 6
5．支援業務について、会議
等の想定回数をご教示頂け
ないでしょうか。

庁内会議及び有識者会議については各5回の想
定をしておりますが、それ以外については二
次審査の提案によります。

42 特記仕様書 8
7．基本設計業務において、
模型作成は別途業務として
宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

43
庁舎整備
基本方針

6

庁内の組織の一部を市有施
設や民間施設へ移転する分
庁方式の導入との記載があ
りますが、市有施設や民間
施設の具体的な想定はあり
ますでしょうか。

基本計画策定時の検討事項とします。

44
庁舎整備
基本方針

1

現庁舎概要に記載の各課・
食堂・売店含む全ての機能
が新庁舎に必要と考えて宜
しいでしょうか。

基本計画策定時の検討事項とします。

45
庁舎整備
基本方針

6

「分庁方式の導入」とあり
ますが、分庁舎に移転する
機能、移転先の想定があり
ましたらご教示頂けないで
しょうか。

№43のとおりとします。

46 その他 -

新庁舎の建設手順につい
て、庁内でご検討された資
料がございましたらご提示
ください。

不可とします。
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47 その他 -

新庁舎コンパクト化のため
の分庁について、庁内でご
検討された資料がございま
したらご提示ください。

不可とします。

48 その他 -
本計画敷地の範囲がわかる
図面をご提示いただけます
でしょうか。

別添のとおりとします。敷地範囲の詳細に関
しては、基本計画策定時の検討事項としま
す。

49 その他 -

本計画敷地の現況がわかる
配置図、各建物の各階平面
図をご提示いただけますで
しょうか。

別添のとおりとします。

50 その他 -
市役所の現庁舎等の各部各
課の各階フロア配置レイア
ウト図をご提示ください。

№48のとおりとします。

51 その他 -
必要な駐車台数および駐輪
台数がございましたらご教
示願います。

基本計画策定及び基本設計特記仕様書2ペー
ジ、3.設計与条件等（2）④のとおりです。

52 その他 -

現状における市役所の来庁
者駐車場台数、公用車駐車
場台数、職員用駐車場台数
をご教示ください。また、
新庁舎建設後の公用車駐車
場の配置のお考えをご教示
ください。

本庁舎については、来庁者駐車場142台、公用
車車庫16台、公用車駐車場110台、職員用駐車
場335台分が本庁舎敷地以外も含めてありま
す。新庁舎建設後の公用車駐車場の配置につ
いては、基本計画策定時の検討事項としま
す。

53 その他 -
現庁舎の光熱水費をご教示
いただけますでしょうか。

別添のとおりとします。

54 その他 -

現庁舎での月別のエネル
ギー(電力、ガス、水道)使
用量を参考にご教示くださ
い。

№53のとおりとします。

55 その他 -

現庁舎の年間光熱水費と年
間エネルギー消費量（月
別、最大使用量）の分かる
資料の提供は可能でしょう
か。

№53のとおりとします。
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56 その他 -
電気、ガス、水道、下水の
引込みルートが分かる資料
の提供は可能でしょうか。

別添のとおりとします。

57 その他 -

新庁舎に勤務される想定職
員数を男女別でご教示くだ
さい。また、想定来庁者予
測数もご教示ください。

新庁舎に勤務される想定職員数及び想定来庁
者予測数は基本計画策定時の検討事項としま
す。

58 その他 -

市役所の現庁舎等の各課の
構成がわかる組織図と課ご
との人数をご教示くださ
い。また、新庁舎の各課構
成と課ごとの人数の想定値
をご教示ください。

№4のとおりとします。新庁舎の各課構成と課
ごとの人数の想定値は基本計画策定時の検討
事項とします。

59 その他 -

敷地図（敷地境界と道路、
真北、建物配置、駐車場配
置等がわかるもの）既存庁
舎（本館、新館、議事堂）
の一般図（平面図、立面
図、断面図等）、面積表を
ご提示ください。

提示する図面は別添のとおりとします。

60 その他 -
敷地の高低レベルの概要が
わかる資料をご提示くださ
い。

敷地測量については本業務の対象です。

61 その他 -

外構・駐車場計画等に必要
な敷地内高低差がわかる資
料の提供は可能でしょう
か。

№60のとおりとします。

62 その他 -

既存施設の配置等正確な位
置の判別が可能な敷地デー
タの提供は可能でしょう
か。

№60のとおりとします。
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63 その他 -

渡良瀬川浸水区域想定図想
定最大規模の大雨７２時間
雨量８１２ミリメートルい
わゆる１０００年に一度の
降雨の場合、敷地内の新庁
舎建設場所は、広報きりゅ
う記載の『地階の無い建物
は地上２．１ｍが浸水する
と予測される区域に指定さ
れています』と考えてよろ
しいですか。
浸水区域想定図においては
０．５～３ｍの範囲です
が、建設場所の地盤高さに
より２．１メートルとの指
定ですか。
また、現庁舎新館本館の部
分は５～１０ｍに色表示が
読み取れますが、地下階が
あるためですか。理由をご
教示願います。

桐生市水害ハザードマップに記載のとおりと
します。

64 その他 -

各部門（執務スペース、議
場など）の必要面積の目安
などがあれば、ご提示頂け
ないでしょうか。また、必
要面積が定まっていない場
合、総務省、国交省どちら
の面積算定基準を想定すれ
ば宜しいでしょうか。

№3のとおりとします。

65 その他 -
執務される正職員・臨時職
員の人数、各課の内訳をご
提示頂けないでしょうか。

基本計画策定時の検討事項とします。

66 その他 -
工事期間中に確保すべき駐
車台数及び駐輪台数をご教
示頂けないでしょうか。

基本計画策定時の検討事項とします。

67 その他 -
敷地内もしくは敷地近傍で
参考となる地質調査資料の
提供は可能でしょうか。

地盤調査については本業務の対象です。
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